
八幡浜市産業財産権取得事業補助金交付要綱 

令 和 ５ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

要 綱 第 ３ ３ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の中小企業者等が特許権、実用新案権、意匠権又は商

標権（以下「産業財産権」という。）の取得に要する経費の一部を補助するこ

とにより、新たな開発や事業の創出等に対する意欲を助長するとともに、製品

開発力や競争力の強化を図り、もって市内の産業の活性化に寄与することを目

的として、予算の範囲内において八幡浜市産業財産権取得事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 特許権 特許法（昭和３４年法律第１２１号）第６６条第１項に規定する

権利をいう。 

⑵ 実用新案権 実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）第１４条第 1 項に

規定する権利をいう。 

⑶ 意匠権 意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２０条第１項に規定する

権利をいう。 

⑷ 商標権 商標法（昭和３４年法律第１２７号）第１８条第１項に規定する

権利をいう。 

⑸ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項

に規定する者及び個人事業主をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

中小企業者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市税

の滞納者（市税を完納し、又は徴収の猶予若しくは期限の延長がなされた者を

除く。）を除く。 

⑴ 個人にあっては本市が備える住民基本台帳に記録されており、法人にあっ

ては市内に本店を有すること。 



⑵ 原則として、市内で引き続き１年以上事業を営んでいること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者

としない。 

⑴ 同一年度において、既に補助金の交付を受けている者 

⑵ 同一の産業財産権について、国又は他の地方公共団体から産業財産権に関

する補助金の交付を受けている者 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、産

業財産権の取得に係る経費のうち、次に掲げるものとする。   

 ⑴ 出願料 

 ⑵ 審査請求料 

⑶ 登録料（初回納付分に限る。） 

 ⑷ 弁理士等手数料 

 ⑸ その他市長が適当と認める経費 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の総額の２分の１以内の額（この額に１，

０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、１０万円を

上限とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、八幡浜

市産業財産権取得事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 産業財産権を取得したことがわかる書類の写し 

⑵ 補助対象経費の金額がわかる領収書等の写し 

⑶ 市税の納税証明書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにその内容

を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、八幡浜市産業財産権取

得事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知する。 

（変更、中止及び廃止） 



第８条 補助金の交付決定を受けたもの（以下「補助事業者」という。）が、当該

交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）等の変更又は中止若しく

は廃止をしようとするときは、次に定めるところによる。 

⑴ 補助事業の内容、補助金の額等の変更があった場合においては、八幡浜市

産業財産権取得事業変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければ

ならない。 

⑵ 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、八幡浜市産業財産権取

得事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項各号に規定する申請書の提出があったときは、速やかにこれを

審査し、補助事業者に前条の規定を準用して、補助事業等の変更又は中止若

しくは廃止の承認を通知する。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに、八幡浜市産業財産権取得事業

実績報告書（様式第５号）に必要書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、速やかにその

内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、八幡浜市産業財産権

取得事業補助金額確定通知書（様式第６号）により、当該補助事業者に通知す

る。 

（補助金の請求） 

第１１条 補助事業者は、八幡浜市産業財産権取得事業補助金請求書（様式第７

号）に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１２条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を

交付する。 

（決定の取消し等） 

第１３条 市長は、補助事業者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を

受け、又は受けようとしたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取

り消し、又は変更することができる。 



２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し又は変更した場合に

おいて、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されている

ときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

八幡浜市長        様 

 

住所又は所在地  

商号又は名称 

代表者名 

 

八幡浜市産業財産権取得事業補助金 

交付申請書 

 

次のとおり補助金の交付を受けたいので、八幡浜市産業財産権取得事業補助金

交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 総事業費     金          円 

 

２ 申請額      金          円 

 

３ 取得した産業財産権の種類 

 

   特許権 ・ 実用新案権 ・ 意匠権 ・ 商標権 

 

４ 取得した産業財産権の名称 

 

 

添付書類 

⑴ 産業財産権を取得したことがわかる書類の写し 

⑵ 補助対象経費の金額がわかる領収書等の写し 

⑶ 市税の納税証明書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 



様式第２号（第７条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

         様 

 

八幡浜市長        印 

 

 

八幡浜市産業財産権取得事業補助金 

交付決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった八幡浜市産業財産権取得事業補助

金については、八幡浜市産業財産権取得事業補助金交付要綱第７条の規定により、

下記のとおり交付決定となりましたので通知します。 

 

記 

 

交付決定額            円 

 



様式第３号（第８条関係） 

年  月  日 

 

八幡浜市長 様 

 

住所又は所在地  

商号又は名称 

代表者名 

 

 

八幡浜市産業財産権取得事業 

変更承認申請書 

 

 

年  月  日付 第  号で補助金の交付決定を受けた事業につい

て、下記のとおり変更したいので、八幡浜市産業財産権取得事業補助金交付要綱

第８条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 補助金交付変更申請額 

既交付決定額   金          円 

変更承認申請額  金          円 

差引増減額    金          円 

 

 ２ 添付書類 

⑴ 変更後の産業財産権を取得したことがわかる書類の写し 

⑵ 変更後の補助対象経費の金額がわかる領収書等の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

※ 提出した添付書類の内容に変更がない場合は、提出を省略することができる。



様式第４号（第８条関係） 

年  月  日 

 

八幡浜市長 様 

 

住所又は所在地  

商号又は名称 

代表者名 

 

 

八幡浜市産業財産権取得事業 

中止（廃止）承認申請書 

 

 

年  月  日付 第  号で補助金の交付決定を受けた事業につい

て、下記のとおり中止（廃止）したいので、八幡浜市産業財産権取得事業補助金

交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

 

２ 添付書類 

⑴ 市長が必要と認めた書類 



様式第５号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

八幡浜市長        様 

 

申請者 

 

 

八幡浜市産業財産権取得事業 

実績報告書 

 

 

  年  月  日付  第  号で補助金の交付決定を受けた八幡浜市

産業財産権取得事業補助金に係る事業実績について、八幡浜市産業財産権取得事

業補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 事業実績報告書  別添のとおり 

２ その他、市長が必要と認めた書類 



様式第６号（第１０条関係） 

 第  号 

年  月  日 

 

            様 

 

八幡浜市長        印 

 

 

八幡浜市産業財産権取得事業補助金額 

確定通知書 

 

 

  年  月  日付で報告のあった事業については、八幡浜市産業財産権

取得事業補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり補助金の額を確

定します。 

 

記 

 

１ 補助金確定額   金          円 

 



様式第７号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

八幡浜市長        様 

 

住所又は所在地  

商号又は名称 

代表者名 

 

八幡浜市産業財産権取得事業補助金 

請求書 

 

    年  月  日付 第  号で補助金の交付決定を受けた事業について、

八幡浜市産業財産権取得事業補助金交付要綱第１１条の規定により、下記のとお

り請求します。 

 

記 

 

交付請求額   金             円 

 

金 融 機 関 名  

本 ・ 支 店 名  

口 座 名 義 人 名 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

口 座 種 別 普通 ・ 当座 

口 座 番 号  

 


